
保税蔵置場の許可期間の更新について

関税法第４２条第３項の規定に基づき、下記のとおり公告する。

令和 ３ 年 １ 月 13 日

大阪税関長 小 林　一 久 

福井県福井市花堂北１丁目４番２２号

福井倉庫株式会社 福井倉庫株式会社　南江守

福井県福井市南江守町６１字鬼久保２番地５、２番地４

ＥＮＥＯＳ株式会社 ＥＮＥＯＳ株式会社　和歌山製油所

和歌山県有田市初島町浜１０００番地東京都千代田区大手町1丁目１番２号

自　　令和　３ 年　 ２月  １ 日

至　  令和  ９ 年 　１月 ３１日

自　　令和　３ 年　 ２月  １ 日

至　  令和  ９ 年 　１月 ３１日

大阪府堺市堺区築港八幡町１番１７１

監 掲 示 第 2 号

更新した期間被許可者の名称及び住所 保税蔵置場の名称及び所在地

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社 ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社
南港

東京都中央区築地２丁目３番４号 大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１１番９９号

株式会社南海エクスプレス 株式会社南海エクスプレス　堺ロジスティクスセンター

自　　令和　３ 年　 ２月  １ 日

至　  令和  ９ 年 　１月 ３１日

自　　令和　３ 年　 ２月  １ 日

至　  令和  ９ 年 　１月 ３１日大阪府大阪市浪速区難波中１丁目１０番４号


